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（出典：IEA Database） 

（出典：IEA Database） 

第４章 オマーンの電力事情 
 

４－１ 電力分野の概況 

（1）一次エネルギー供給 

1） 全体供給量推移 
以下に一次エネルギー供給量の推移を示す。1998 年から 2007 年にかけて倍増している。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

図４－１ 一次エネルギー供給量推移 

 

2） 一次エネルギー供給バランス 

一次エネルギー供給量は、〈生産＋輸入－輸出－ストック他〉により表される。それぞ

れの内訳の推移を以下に示す。一次エネルギーについてはネット輸出国であり、顕著な変

化はみられない。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
図４－２ 一次エネルギー供給の内訳 

 
3） エネルギー別一次エネルギー供給量 

以下にエネルギー別一次エネルギー供給量の推移を示す。従来より天然ガスの比率が

も高く、2007 年で全体の 50％以上を占めている。 
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（出典：IEA Database） 

（出典：IEA Database）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
図４－３ エネルギー別一次エネルギー供給量 

 
（2） 終エネルギー消費 

1） 終エネルギー消費量 

以下に、 終エネルギー消費量の推移を示す。 終エネルギー消費は、一次エネルギー

供給量から転換部門でのロスを引いた値である。 

終エネルギー消費の内訳は、運輸セクターが も大きく（37％）、産業（36％）、住宅

（12％）と続く（いずれも 2006 年値）。 終エネルギー消費のうち 24％が電力経由で消費

されている（電力消費量は内数）。 

 

表４－１ 最終エネルギー消費量の推移 

 

 
 
 

1998 年から 2006 年までの 9 年間で見てみると、 終エネルギー消費全体では 32％の伸

びを示している。このうち、特に運輸部門は伸び率も高く 75％の増加となっている。電力

消費も伸び率が 61％と堅調に増加を続けている。 
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（出所：IEA Energy Balance of Non-OECD 2007 に基づき作成） 

（出典：IEA Database） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

図４－４ セクター別エネルギー消費推移 

 

2） 電力消費の内訳 

電力消費量のうち、セクター別の内訳は以下のとおりである（2007 年値）。住宅（44％）、

商業・公共サービス（27％）、自家消費・送電損失（19％）の順となり、住宅での消費割

合が大きい。 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図４－５ 電力消費内訳 
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４－２ 電気事業の概要 

（1）電気事業の概況 
1） 電気事業の沿革 

オマーンの電気事業は住宅・電力・水道省（Ministry of Housing, Electricity and Water：
MHEW）が 1978 年に設立されてから、発展を遂げ続けてきた。原油の輸出が軌道に乗る

とともに、国内では長期経済政策及び 5 カ年計画によって国が発展した時期である。この

ころから電力と水に対する需要が全国的に増大している。住宅・電力・水道省は主に電気

及び水の生産、供給、設備整備・運営管理を実施していた。2003 年末には一部の山岳地域

を除く国内居住地域の約 97％が電化されたようである。 

国の発展とともに電力需要が順調に増加し続けたため、政府は電力部門への民間投資を

呼びかけてきた。そして、2002 年に入ってオマーン政府は、電気事業での民営化推進のた

め、住宅・電力・水道省が保有する資産を売却して、 終的に独立した組織を設立するこ

とを決定した。また、2003 年 2 月に、資産再編成の一環として主な発電所を売却すること

を発表、同年 7 月には、送電・供給会社（Transmission and Dispatch Company：TRANSCO）

を設立した。その後、国王令 78/2004 によって、2005 年 5 月に電力持株会社（Electricity 

Holding Company：EHC）が設立されている。EHC は送電会社、発電会社、配電会社を所

有している。一方の省庁側においても 2007 年 9 月に、国王令 92/2007 により住宅・電力・

水道省は、住宅省（Ministry of Housing）と電力・水庁（Public Authority for Electricity and 

Water：PAEW）に分割された。 

 

2） 電気事業の実施体制 

オマーンの電力セクターは、民間セクターではない電力・水庁（PAEW）と電力規制庁

（Authority for Electricity Regulation：AER）の 2 つの組織と、電力持株会社 EHC、EHC 傘

下の電力会社、民営化された電力会社及び参入した民間の発電会社などの 5 つに分類でき

る。電力セクターの実施体制図を図 4-6 に示す。PAEW はもともと政府が所有し 2003 年以

降に分離分割・民営化された電力会社各社の管理官庁である。一方で、AER は電気事業者

として事業活動をする場合のライセンスを与える組織であり、事業認可及び監督業務を実

施している。 
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（出典：EHC Annual Report 2008）

図４－７ 出資比率パターン 

（出所：調査団作成） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

図４－６ 電力セクターの実施体制図 

 

電力会社の出資比率パターンが図 4-7 にある。分離分割・民営化された電力会社は、大

きく分けて発電、送電、配電会社に分類できるが、電力持株会社（EHC）がそれらの会社

の株式のほとんど（99.99％）を所有し傘下に収

めている。 EHC にはオマーン政府財務省

（Ministry of Finance）から 100％出資されてい

る。発電会社は 2 社あり、それぞれグブラ発電・

造 水 会 社 （ Ghubrah Power and Desalination 

Company：GPDC）とワディ・ジディ発電会社

（Wadi Al Jizzi Power Company：WJPC）である。

両社ともオマーン北部のマスカット周辺の系統

に電力供給を行っている。 

電力・水調達会社（Oman Power & Water 

Procurement Company：OPWP）は、発電会社や

Independent Power Project（ IPP）、 Independent 
Water and Power Project（IWPP）から電力と水道

水を調達する会社で、オマーン国内のすべての

電力と水を買い取り、配電会社に提供している。 
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（出所：PAEW 配布資料） 

送電会社（Oman Electricity Transmission Company：OETC）はオマーン北部のマスカット

周辺エリアの送電系統を所有し、系統運用業務を実施している。 
配電会社は 4 社あり、OETC から電力供給を受ける 3 社と OETC がカバーしていないオ

マーンの地方エリアに電力供給する地方配電会社（Rural Area Electricity Company：RAECO）

がある。 3 社の名称はそれぞれマスカット配電会社（Muscat Electricity Distribution 

Company：MEDC）、マジャン配電会社（Majan Electricity Company：MJEC）、マズーン配電

会社（Mazoon Electricity Company：MZEC）となっている。 

ドファール地区のサラーラ周辺には民営化されたドファール発電会社（Dhofar Power 
Company：DPC）があり、発電から送電、配電まで一括して実施している。Salalah 系統は

他都市から遠隔に存在するため、北部マスカット周辺の基幹系統（Main Interconnected 
System：MIS）とは独立して存在している。 

 
電力の需要想定と電源計画は OPWP により実施されている。全体計画として OPWP が 7

カ年計画を作成し、それを受けて送電事業を担う OETC が 5 カ年計画を、各配電会社は 3
カ年計画を作成し、それぞれ毎年更新している。OPWP は新規電源開発の必要年数を踏ま

えて計画年数を 7 年としている。 

 

3） 各実施機関概要 

a） 電力・水庁（PAEW） 

① 組織概要 

組織は会長の下に 6 つのセクションをもち、電力部門の民営化後は水道部門の業務

を行うための組織が大半を占める。電力部門は GM Policy & Strategy に構成される。

スタッフ総数は 3,043 名。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

図４－８ PAEW の組織 

 
② 主な業務 

海水淡水化設備により、電力とともに水道が供給される場合は、民営化された電力

セクターによって水道事業も一括して取り扱われるが、水道水のみが供給される設備

の場合は PAEW が直接管理している。今後は水道部門の民営化を計画している。 

電力部門の業務は、電力セクターの政策決定、予算の検討、そして電気料金の認可

手続きがある。以下の方針を柱としている。 
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・ Electricity to Everybody 

・ Best Utilization of Gas 
・ Fuel Diversify 

・ Market Liberalization 
・ Demand Management 

予算は EHC が策定し PAEW に提出される。電気料金は閣議にて承認されるため、

政府内での手続きは PAEW が行うことになる。 

 
b） 電力規制庁（AER） 

① 組織概要 
AER は電力セクターの分離分割・民営化が実施された 2004 年に組織された。スタ

ッフ数は 25 名。 
② 主な業務 

AER で実施する主な業務は、電気事業者への事業認可、電気事業者の監督及びペナ

ルティ、補助金交付手続きとなっている。 

補助金については、コストと電気料金収入から補助金の額を計算し、財務省（MOF）

に伝達している。交付は MOF が実施する。 

 

c） 電力持株会社（EHC） 

① 組織概要 

EHC は 2005 年 5 月から事業を開始した（株式会社として register されたのは 2002

年 10 月）。スタッフ数は 100 名。EHC の取締役会メンバーは PAEW とは無関係の人材

で構成されるが、Chairman は PAEW と兼務。 

② 主な業務 

PAEW で決定した電力エネルギー政策を、EHC が実施機関としてとり行う。 

 
d） 電力・水調達会社（OPWP） 

① 組織概要 

OPWP は 2003 年に設立された。スタッフ数は 45 名（うち 10 名はサラーラ支店に配

属）。現場の業務をもたない Planning unit となっている。 
② 主な業務 

オマーン全土の電力と水道水の需要想定を実施。需給をバランスさせるための電源

計画を策定し、発電造水プロジェクトを検討するのが主な業務。ただし、地方エリア

（RAECO のサービスエリア）は OPWP の対象外となっている。したがって、マスカ

ット地区とサラーラ地区をカバーする。 

AER から受けたライセンス条件に基づき、7 カ年計画（7 year statement：電力・水

の需要想定と電源計画）と Bulk Supply Tariff を毎年発行している。電源価格によって

Bulk Supply Tariff は変動し、発電会社から OPWP が購入した電力・水道水を配電会社

各社に売却する。 
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e） 送電会社（OETC） 

① 組織概要 
OETC が送電・系統運用業務に関するライセンスを取得したのは 2005 年 5 月。スタ

ッフ総数は 2008 年の時点で 147 名。 
② 主な業務 

オマーンの 220kV と 132kV の基幹系統（MIS）の送変電設備を所有し維持・管理し

ている。また、系統運用業務を実施。供給エリアはオマーン北部の約 13 万 km2（MIS

のカバー領域）。発電・造水会社から電力を受電し、OETC の送電系統によって配電会

社 3 社（MEDC、MJEC、MZEC）へ電力を供給する。 

毎年、5 カ年計画（5 year Capability Statement）を策定。 
 

f） マスカット配電会社（MEDC） 
① 組織概要 

MEDC は 2002 年 12 月の法人設立定款により株式会社として法人化された。そして

2005 年 5 月から AER からライセンスを受けたサービスエリアに電力供給を開始した。

スタッフ総数は 2008 年の時点で 342 名。 

② 主な業務 

MEDC はマスカット行政区域に電力を供給しており、供給エリア面積は 3,900km2。

33kV、11kV 及び 415V の送配変電設備を所有し維持・管理を行っている。供給エリア

内の顧客に電力を届け、電気料金の徴収を実施している。 

毎年 3 カ年計画を策定し、需要の増加に対応。 

 

g） マジャン配電会社（MJEC） 

① 組織概要 

MJEC は 2002 年 12 月の法人設立定款により株式会社として法人化された。そして、

2005年 5月から、AERからライセンスを受けたサービスエリアに電力供給を開始した。

スタッフ総数は 2008 年の時点で 232 名。 

② 主な業務 
MJEC はオマーン北西部のエリアに電力を供給しており、供給エリア面積は 5 万

250km2。33kV、11kV 及び 415V の送配変電設備を所有し維持・管理を行っている。供

給エリア内の顧客に電力を届け、電気料金の徴収を実施している。 

毎年 3 カ年計画を策定し、需要の増加に対応。 
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（出典：EHC Annual Report 2008） 

図４－９ 配電会社のサービスエリア 

h） マズーン配電会社（MZEC） 

① 組織概要 
MZECは 2003年 2月の

法人設立定款により株

式会社として法人化さ

れた。そして 2006 年 5
月から会社事業を開始

した。スタッフ総数は

2008 年の時点では 324 名

である。メーター検針員

なども含めると約 1,000

名となる。 
② 主な業務 

MZEC はオマーン東部

のエリアに電力を供給

しており、供給エリア面

積は 7万 4,630km2。33kV、

11kV 及び 415V の送配変

電設備を所有し維持・管

理を行っている。供給エ

リア内の顧客に電力を

届け、電気料金の徴収を実施している。 

毎年 3 カ年計画を策定し、需要の増加に対応。 

 

i） 地方配電会社（RAECO） 

① 組織概要 
RAECOは国王令 78/2004の Sector Lawにより電力事業が民営化された際に設立され、

上記法令が発効する 2005 年 5 月から会社事業を開始した。スタッフ総数は 2008 年の

時点では 202 名である。 

② 主な業務 

RAECOはムサンダム行政区域を含めたオマーン全土をサービスエリアとしている。

また、同エリア内において発送配電の事業認可を受けており、同時に水道供給も必要

に応じて実施。造水プラントはマシラ島、ムサンダムなどに所有。供給エリアはおよ

そ 55 カ所があり、系統と接続されていない村や、島嶼において電力を提供する。

大需要は 225MW。 

 
j） ドファール発電会社（DPC） 

① 組織概要 

DPC は株式の 35％が公開され民営化されている。スタッフ総数は 2009 年の時点で

は 111 名である。マスカットに支店をもつ。 
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② 主な業務 

DPC はオマーン南部のサラーラに電力を供給している。発電所を 1 カ所所有し、

132kV、33kV、11kV の送配変電設備も所有して顧客まで電力を届けている。電気料金

の徴収業務も実施。2009 年の 大需要は 297MW。サラーラ経済特区（Salalah Free 
Zone：SFZ）というエリアで外国企業の誘致が行われており、工業用の需要が急増し

ている。 
送配電 5 カ年計画（Five Year Statement）を策定。 

 
k） 主な発電会社 

OPWP に電力及び水道水を供給している主な発電会社は以下のとおり。 
・ Wadi Al Jizzi Power Company  IPP 

・ Al Ghubrah Power & Desalination Company IWPP 
・ Al Rusail Power Company   IPP 

・ United Power Company   IPP 
・ Al Kamil Power Company   IPP 

・ AES Barka    IWPP 

・ Sohar Power Company   IWPP 

Wadi Al Jizzi と Al Ghubrah は EHC の傘下となっているが、他の会社は民営化の際に

売却されている。 

 

（2）電気料金 

電気料金は約 20 年前に認可されており、各社共通の料金体系が適用されている。セクター

ごとに産業、商業・防衛省、住宅、政府、農業及び漁業、観光業に区分され、産業用の電気

料金だけは、ドファール地区とそれ以外の地域で、異なる期間（季節）によった体系になっ

ている。 

産業及び商業・防衛省の料金は kWh 当たりの料金が一定であり、それ以外の区分では、従

量制の料金体系となる。なお、1,000 バイザ（Baiza）が 1 オマーンリアルとなっている。 

図 4-10 に電気料金体系を示す。図 4-11 は配電会社が PWP から購入する電気の買い取り価

格（Bulk Supply Tariff）を示す。Bulk Supply Tariff は時間帯によって買い取りコストが変動す

るが、電気料金は時間帯によらず一定の価格となっている。 
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（出典：AER Annual Report 2008） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（出所：MZEC パンフレット） 

図４－10 電気料金体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図４－11 Bulk Supply Tariff 

 

（3）新料金制度の検討について 

AER は、2007 年前後から新料金制度の検討を実施している。オマーンでは 2004 年以降は

消費者物価指数が上昇し続け、2007 年は 2000 年を基準として約 6％上がった。現行の料金制

度だと、商業分野も一定の電気料金となり、実際の発送配電原価が反映されにくい。したが

って、現行の料金制度のままだとより多くの補助金が必要となることが想定されたため、AER
では産業、商業分野へ Cost Reflective Tariff（CRT）を適用することを考えている（住宅分野

は対象外）。産業分野にも適用範囲を広げているのは、産業分野の需要の増加が著しく、将来、

産業需要が住宅需要を追い抜くことが予想されているからである。 

CRT は Bulk Supply Tariff のコストに送配電コストを加算したコストとなり、時間帯によっ
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て電気料金が変動する。夏で需要がピークになると CRT に基づく電気料金が上昇するため、

需要をシフトするためのインセンティブとなる。オフピークの時間帯は電気料金が安くなる。

AER は 2011 年を目安に CRT を導入することを見込んでいる。なお、CRT 対象となる顧客は

デジタル自動検針メーターを設置することが要件となる。 
電気料金の決定プロセスは、Sector Law 10、11 に定められており、PAEW が手続きを行う。

PAEW は AER からのアドバイスを受け、許認可を受けるために閣議へ提出する。そして、閣

議において電気料金が決定される。 

 
４－３ 電力設備 

（1）電源設備 
1） 電力需給状況 

オマーンの 2008 年の電力需要は 11.6TWh で、2004 年から 2008 年までの 5 年間で年平

均 8.5％増加してきた。 

現在オマーンの全発電容量（自家発電業者の自己消費分は除く）のほとんどを、天然ガ

スを燃料としたガスタービン発電が占めている。オマーンには産出する天然ガスを輸送す

るパイプラインが全土に整備されており、発電の際には同パイプラインが利用される。燃

料の供給は石油・ガス省（Ministry of Oil & Gas：MOG）から受けている。 

図 4-12 に主な発電所と電力系統の概略図を示す。また、主な発電所と発電設備容量の一

覧を図 4-13 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

図４－12 主な発電所と電力系統の位置 
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（出典：OPWP Annual Report 2008） 

（出典：OPWP Annual Report 2008） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

図４－13 主な発電設備一覧 

 

2） 電力需要の推移と見通し 

需要予測は電力系統が分離されているため、MIS とサラーラそれぞれのエリアで実施さ

れている。OPWP によると、MIS 供給エリアでは 2009 年から 2015 年まで年平均 8.5％の

伸びが想定され、産業用の需要が大幅に増えた場合の High case の場合は 10.6％の伸びが

予測されている。 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

図４－14 MIS における最大需要推移（2004～2008） 
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（出典：OPWP'S 7 Year Statement（ISSUE3）For The Years 2009-2015） 

（出典：OPWP'S 7 Year Statement（ISSUE3）For The Years 2009-2015） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

図４－15 MIS における需要予測（2009～2015） 

 

 

上記の予測に基づき、OPWP では、図 4-16 のとおり MIS における電源計画を策定して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
図４－16 MIS における電源計画（2009～2015） 
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（出典：OPWP'S 7 Year Statement（ISSUE3）For The Years 2009-2015） 

（出典：OPWP'S 7 Year Statement（ISSUE3）For The Years 2009-2015） 

次に、OPWP によるサラーラでの需要予測と電源計画を示す。サラーラには SFZ がある

ため、High Case の需要予測の伸びが非常に高い。産業分野の工場が、バックアップ電源と

して Grid に接続する傾向が近年みられ、その場合は、電力需要が一気に増大する。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

図４－17 サラーラにおける需要予測（2009～2015） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

図４－18 サラーラにおける電源計画（2009～2015） 

 
3） 電力供給設備の開発見通し 

① 全体見通し 
2008 年の発電電力量は、前年比 11％増加の 15.5TWh であった。2008 年からの 8 年間

は平均増加率 8.3％が想定され、2015 年に 27.1TWh に達する。2009 年の夏のピーク需要
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発生時は、発電会社が所有する発電機の合計出力でもピーク需要に対応できなかったた

め、OPWP がオマーン石油開発公社（Petroleum Development Oman：PDO）や防衛省から

も電力を調達した。 

発電に係る燃料種別の見通しは、従来から天然ガスを燃料とし、今後も OPWP には

MIS 及び Salalah システムの合計で 19.5 million Sm3/day に相当する MOG からの中期天然

ガス供給契約がある。近年は、2008 年に両系統の合計で 14.9 million Sm3/day、2009 年は

予測値を含めて 16.6million Sm3/day と増加傾向であり、中期契約の上限に近づきつつあ

る。OPWP はグブラ発電所のガスタービンをオープンサイクル（OCGT）からクローズ

ドサイクル（CCGT）へリプレースし、他の発電機も順次リプレースすることによって

燃料消費の効率化を計画してはいるものの、今後も電力需要は堅調に増加することが予

想されるため、早急に天然ガス利用量を減少させる方策に取り組むことが望まれる。 

しかし、産業用需要などの急増によって需要が高い伸び率で増加することも OPWP は

想定しており、MOG からのガス供給量の増加が見込めない場合には、需給をバランス

させるために、ピーク時にディーゼル燃料を利用することを計画している。ただし、そ

の量は小さく、2014 年の総需要の 3％程度となるが、需要の増加が High Case だった場

合には、20％へと増大する。OPWP の 7 カ年計画によると、天然ガス供給量を増加して

もらうべく MOG と緊密な調整を継続することになっているようである。 

エネルギー源多様化に係る政府方針により、2015 年には天然ガスに加えて石炭を新た

に輸入し電源とする計画が進められている。計画では天然ガス消費の約 10％を削減でき

る見込み。 

 

② 電源計画見通し 

電源計画において、OPWP は 2015 年までの間に MIS において 2,800MW の新規電源を

開発する計画である。そのうち 1,300MW は入札が終わった段階だが、残りは FS の実施

中などでいまだ入札までに至っていない。プロジェクトは 4 つあり、ゴブラ、スハール、

バルカ、ドコムである。ドコムは燃料を石炭とするよう計画中で、他の 3 件は天然ガス

を利用して造水設備も併設する見込み。 

サラーラにおいては、2008、2009 年は DPC が所有する発電設備だけではピーク需要

（約 300MW）に対応できなかったため、RAECO がディーゼル発電（70MW）をして需

給をバランスさせている。したがって、OPWP はサラーラ IWPP プロジェクトを 2007 年

から開始し、2008 年に入札した 3 社のうちから 2009 年度に契約を締結する見込み。こ

の電源計画によって、2011 年のピーク時に約 200MW の電源供給が可能となる。 

 

（2）系統設備 
1） 送変電設備 

オマーンの電力系統は需要の 90％が集中する北部のマスカット周辺エリアに MIS があ

る。220kV と 132kV 系統そして変電設備が OETC によって所有されており、系統運用が行

われている。オマーンの国土が砂漠であったため、1990 年代後半の系統はエリアごとに分

断されていたが、2000 年以降から順次連系し、MIS を形成するに至った。以下の図に 1998

年以降の系統図（1998、2005、2009 年）を示す。 
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（参考文献：オマーン国電力合理化システム需給管理計画調査 終報告書） 

Wadi Jizzi System 

Muscat System 

（参考文献：OTEC Transmission System Performance Report -2005 Annexure-1） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

図４－19 オマーン北部の電力系統（1998） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

図４－20 オマーン北部の電力系統（2005） 
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（出典：OTEC 2009 Capability Statement Final）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

図４－21 オマーン北部の電力系統（2009） 

 

マスカット行政区域はグブラ及びルサイル発電所から電力を供給し、需給をバランスさ

せていた。1998 年は、Wadi Jizzi 発電所によって電力を供給している Wadi Jizzi System と

Muscat System は分離されており、ちょうど山地を避けるように系統が発展している。この

時点では電圧階級は 132kV系統のみとなっている。南部の Ibri～Nizwa間は既に 1999～2000

年に連系する計画が進行していた。そして、東部のAlkamil発電所のsystemともMudaybi～

Izki 間を 2000 年に連系する計画があった。 
2005 年には Mutadah～Sohar 間の連系が終了するとともに、Barka 発電所が建設され、同

発電所から MS Qaboos（MSQ）変電所まで 220kV の送電線で受電する系統構成へと発展し

た。132kV 系統は山地を囲むようにループ状の系統が完成している。 

需要の増加とともに、2009 年になると、送電線の中間に沿岸の Saham、Liwa 変電所が

増設され、Sohar 近郊に発電所が建設されている。Sohar からは 220kV 送電線で送電され、

既設の 220kV 系統と接続されている。 

以下に 2009 年における OETC の主な送変電設備を示す（送電設備は総延長）。 

・ 220kV 架空送電線   567km 

・ 132kV 架空送電線   2,653km 

・ 220kV 地中送電線   8km 
・ 132kV 地中送電線   14km 

・ 220/132kV 変電設備容量（合計） 5,700MVA 
・ 132/33kV 変電設備容量（合計） 5,896MVA 

・ 変電所    41 カ所 
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（出典：OTEC 2009 Capability Statement Final）

2） 送電系統計画 

送電系統の計画は OPWP の電源計画と連携をとりながら、OETC の 5 カ年計画を基に計

画される。計画の基準は Transmission Security Standards に以下のように定められている。 

・ セキュリティ：単一送電設備または単一変電所母線設備の事故においても供給支障

がないこと。つまり、事故後に送変電設備に過負荷が起こらず、電圧が基準を満た

すこと。 
・ 上記の計画基準は以下の 2 つのシナリオを満たすこと。 

 シナリオ 1：平常（無事故）状態の需要ピーク時 
 シナリオ 2：メンテナンス期間に単一設備を計画停止しているとき 

 
2013 年までの 5 カ年計画には電源計画のうちの 3 つのプロジェクトに伴って、220kV 電

源送電線を増強する計画がある。また、既設の 132kV 系統から 220kV に昇圧し送電ロスの

低減をめざしている（表 4-2 参照）。220kV 系統は 2013 年に Ibri～Mhadah～SIS と接続し、

さらに東部の Sur まで延長する計画となっている。 
 

表４－２ 需要ピーク時の送電ロス（2009～2013） 

MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr MW MVAr
Installed Capacity 4360 4412 5291 5770 6179
Gross Generation 3523 2384 3474 2126 4134 2363 4586 2268 4960 2538
Desalination and
 Auxiliary Load 166 85 166 85 174 89 178 91 200 103

Net Generation 3357 2299 3308 2041 3959 2273 4407 2177 4760 2436
External Infeed 40 25 501 310 464 287 468 290 546 338
Load 3324.5 1755.6 3718.6 1958 4325.9 2265.2 4800.8 2497.8 5222.9 2717.4
Grid Losses 72.5 568.4 90.4 393 97.1 294.8 74.2 -30.8 83.1 56.6
Grid Losses (%) 2.1 2.4 2.2 1.5 1.6
Load Growth Rate (%) --- 12 16 11 9

20132009 2010 2011 2012

 
 

 

アラブ首長国連邦との国際連系線については、2007 年に Mhadah～Auha 間の 220kV 送電

線の建設が完了しているが、2010 年 1 月の時点では運用されていない。 

 
3） 系統運用状況 

MIS の系統運用を担う中央給電指令所（Load Dispatch Centre：LDC）は 2003 年に建設さ

れた。スタッフ数は 34 名が所属し、3 交代シフト勤

務により 24 時間監視されている。組織は 3 つのグ

ループに分かれ、 Operation & Dispatch、 System 

Maintenance、Operation Planning という部門で構成さ

れている。LDC は OETC に所属し、220kV と 132kV

の系統・設備を操作している。 

大需要は夏の 14～15 時に発生し、2009 年には

3,500MW を記録した。MIS の夏のピーク時及び冬の

日負荷曲線を図 4-23 に示す。 

図４－22 LDC の外観    
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（出典：OETC Annual Report 2008） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

図４－23 MIS の日負荷曲線（2008） 

 

（3）連系線 

1） 国際連系線 

オマーンには、周辺の中東諸国との間で系統連系する計画がある。この計画は 3 つのフ

ェーズに分かれており、それぞれは以下のとおりとなっている。 

・ フェーズⅠ：北部 4 カ国（サウジアラビア、バーレーン、クウェート、カタール）

間で電力系統を連系 
・ フェーズⅡ：南部 2 カ国（オマーンとアラブ首長国連邦）間で系統を連系 

・ フェーズⅢ：フェーズⅠとⅡの間で系統を連系 

しかし、政府間での電力融通コストに関する協議が必要であり、数年以内にプロジェク

トが動き出す見込みとなっている。前述のようにオマーンとアラブ首長国連邦の間の送電

線は建設が終了しており、協議の結果待ちという状況である。国際連系線が運用開始とな

れば、発電力が不足した場合にアラブ首長国連邦からの受電が可能となる。 

 

2） PDO 連系線 

MIS 南部にある Nizwa 変電所から PDO の Nahada 変電所まで 1 回線で連系されている。

通常時にこの連系線を流れる潮流は 0MW であるが、MIS あるいは PDO の系統において事

故が起こった場合には、スピニングリザーブを両系統で共有するための潮流を融通しあう。 

 
（4）配電系統の概況 

配電系統を所有する配電会社は 3 つあるが、電圧階級や組織構成は類似性があるため送配
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（出典：MEDC, MJEC, MZEC Annual Report 2008） 

（出典：MEDC, MJEC, MZEC Annual Report 2008） 

電設備をまとめて取り扱うこととする。 

 
1） 配電設備 

OETC から 132kV 変電所で受電した電力は、MEDC、MJEC、MZEC の配電系統から顧客

に供給される。各社の主な配電設備を以下に示す。 

 
表４－３ 主な配電設備（2008） 

 
 

 
 

 
 

 
 

MEDC はマスカット行政区域に供給しているため、エリア面積が狭くなっている。そし

て、首都に供給しているので、送配電線は地中化が進んでいることが分かる。 

また、Grid Code には、電圧の基準があり、配電系統は基準電圧（33kV 及び 11kV）の+/-6％

以内となることが定められている。現地でのヒアリングにおいて、この電圧基準を満たす

ために、MZEC の系統内で、2010 年及び 2011 年の夏までにそれぞれ 300MVA の電力用コ

ンデンサを設置する計画があることが確認できた。 

表 4-4 に、各社の 大需要、顧客数、電気料金収入、ロス率などを示す。また、補助金

の交付状況を図 4-24 に示す。 

 

表４－４ 各社の状況（2008） 
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（出典：AER Annual Report 2008） 

（出典：MEDC Annual Report 2008） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
図４－24 配電会社の電気料金収入と補助金の状況（2008） 

 

2） 電力需要 

配電会社 3 社の日負荷曲線はそれぞれ次のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図４－25 MEDC の日負荷曲線（2008） 

 



－44－ 

（出典：MJEC Annual Report 2008） 

（出典：MZEC Annual Report 2008） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－26 MJEC の日負荷曲線（2008） 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

図４－27 MZEC の日負荷曲線（2008） 
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（出典：MJEC Annual Report 2008） 

MEDC の夏の日負荷曲線は、他の 2 社に比べるとなだらかに推移しており、夜間と昼間

の需要の差は 300～400MW となっている。ピークは 15 時に発生しているが、冬場の 1 日

でのピーク需要は夜間 19 時に発生する。MJEC の日負荷曲線では 1 日のピークが 2 回ある

ことが分かる。昼間のピークは 15 時ごろで、深夜のピークは 24 時ごろに発生している。

深夜にピークが発生するのは、外出した人々が帰宅して冷房のスイッチを入れるからであ

る。一方で午前中と 18 時前後の夜間は需要が落ちる。夏のピークとオフピークの需要の

差は約 200MW となる。MZEC の需要も、MJEC と同様にピークが 2 回ある。昼間は 16 時

ごろで、深夜 24 時以降にもピークを発生する。午前中と 19 時前後はやはり需要が落ちる。

夏のピークとオフピークの需要の差は約 450MW となる。冬の日負荷曲線は MJEC とは異

なり、なだらかに推移する。なお 3 社とも冬のピーク需要が夜 18～19 時に発生する傾向

は類似性がある。 

次に、各社のセクターごとの需要内訳を示すが、MEDC については、セクター別の需要

内訳を行ったデータがなかったので割愛する。MJEC のセクター別需要傾向から、MJEC

のサービスエリア内では、住宅、商業、政府、産業需要の順に利用されていることが分か

る。住宅及び商業需要は堅調な伸びが続いており、今後も増加が見込まれる。産業用需要

は 2007 年から 2008 年の間に大きく増加している。一方で、農業・漁業と観光業需要につ

いてはほとんど変化がみられない。MZEC に関しては、住宅用の需要が 7 割ほどを占めて

いることが分かる。そして、2007 年から 2008 年への増加傾向も住宅需要の増加が一番大

きい。一方で、MZEC のサービスエリア内では産業用需要がほとんどないため、others に

分類されており、5％程度と極めて小さい。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

図４－28 MJEC におけるセクター別の需要動向（2005～2008） 

 



－46－ 

MWh 

（出典：MZEC Annual Report 2008）
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（出典：AER Annual Report 2008）

図４－30 MIS でのセクター別の需要割合

（2008） 

（出典：AER Annual Report 2008） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
図４－29 MZEC におけるセクター別の需要動向（2007～2008） 

 
後に、配電 3 社の合計となる MIS で

のセクター別の需要動向について分析

する。2008 年は住宅（58％）、商業（20％）、

政府（15％）、産業用需要（5％）の順に

なっている。したがって、需要の約 6 割

が住宅用需要で占められており、オマー

ンにおける若年層の人口に占める割合

が高く、また、近年は生活スタイルの変

化によって核家族化が進みつつあるこ

とから、住宅用需要は堅調に伸び続ける

ことが予想されている。2007 年との比較

をすると、住宅用の需要が大きく増加し

ていることが分かる。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

図４－31 MIS でのセクター別の需要動向（2007～2008） 
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４－４ 主な課題 

（1）夏期の供給支障の状況 
1） MIS 

2008、2009 年と需要の増加が大きかったため、MIS において計画停電が実施された。通

常の電力供給に加え、MIS に接続している発電会社や工場からピーク対応用（契約上の発

電所出力を超える）に合計で約 290MW の電力が供給され、PDO との連系線（100MW）か

らも受電したが、需要の増加に対応しきれず、防衛省が所有する電源からも供給を受けた

ようであった。また、ヒアリングの結果、2009 年は夏の需要ピーク時に数度の計画停電を

実施したことが分かり、近年の電力需給バランスが厳しい状況にあることが判明している。 

2010 年には、大規模発電所の運転開始予定がないため、再び計画停電が必要となる可能

性が高い。OPWP の電源計画によると、2012 年以降は約 100MW の大規模電源の商用運転

が開始され、電力需給バランスは改善される予定ではあるが、依然として 2011 年までの需

給バランスは厳しいことが予想される。 

 
2） Salalah 系統 

Salalah 系統には、DPC が所有する合計 256MW のガスタービン発電機と RAECO が所有

する合計 65MW のディーゼル発電機によって電力が供給されている。一方で、2009 年の

夏期ピークは約 300MW（DPC とのヒアリングによる）であった。さらに、サラーラは夏

でも気温が比較的低いため、アラブ首長国連邦から人が避暑に訪れたため、需要が増え、

RAECO がアラブ首長国連邦からモバイル発電機を借りて対応したとのことであった。こ

れは SFZ の産業用需要が近年大幅に増加したことも影響している。したがって、DPC との

協議において、夏のピーク時に、停電が頻発していることの説明を受けた。SFZ への産業

用電力供給を維持する代わりに、一般需要家への電力供給を停止している状況であり、MIS

と並んで近年の電力需給バランスは厳しい状況にある。 

DPC とのヒアリングでは、一部のガスタービンの点検を冬期と夏期に実施していた。点

検実施の時期に問題があるようである。 
今後については、OPWP の 7 カ年計画によると、2010 年に PDO との連系が予定されて

いる。また、2011 年には、Salalah IWPP が運転開始となる計画となっており、夏のピーク

までに 200MW が供給される見込みである（2012 年にはフル出力約 400MW となる）ため、

電力の需給バランスは改善される見込みではあるものの、2010 年の夏は需給が逼迫するこ

とが予想される。 

 
（2）燃料調達の将来性 

2009 年に発行された AER のコンサルタントペーパー“Public Consultation on Proposals for 

Cost Reflective Tariffs for Commercial and Industrial Consumers of Electricity”によると、2008 年

における総発電量の 90％以上は天然ガスを使用したガスタービン発電によるものであり、

年々増え続ける電力需要は、国内の天然ガス供給量を逼迫させている。この状況を受け、石

油・ガス省（MOG）は、2012 年度以降に新設された発電所には天然ガス供給は行わないと

いう意向を示したとの記述がある。一方で、OPWP の 2009 年の 7 カ年計画には、MOG が中

期天然ガス供給契約の上限を設け、この上限値に近づきつつあること、また電源計画におい
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ても 2014 年までは天然ガスを燃料とする発電所建設を見込んでいることが記されている。

MOG は輸出用の燃料も取り扱っており、国内用の天然ガスを利用する電力セクターとは利

害が相反する関係であるため、将来の燃料用の天然ガス調達については、両者による今後の

協議によるところが大きい。天然ガスをより多く輸出するとオマーンの GDP が増加するため、

発電用の天然ガスを省エネの推進によって削減することが求められている。 

 
（3）送配電ロス 

電力セクターの送配電ロスについては、総需要の量によって発電の方法が異なってくるた

め、MIS、サラーラ及び RAECO のそれぞれで考慮する必要がある。サラーラと RAECO の

大需要はいずれも 300MW 未満と非常に小さいため、需給のバランスは発電効率の低い電源

で維持し、電源から需要地までの距離は非常に短く、需要のあるところに電源を配置してい

る状況に近い。したがって、サラーラの送配電ロスは約 16.9％、RAECO の送配電ロスは 20.9％
となって、両社における送配電ロスの低減は限界があると考えられる。一方で、MIS は需要

が 3,000MW を超えており、発電所から需要地まで距離が遠くなっている。電力セクターが

分離分割・民営化される前となる 2004 年以前までは、MIS のロス（ノンテクニカルロスを

含む）は増加し続けていた。2004 年には 24.6％となり、対策が必要となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

図４－32 MIS でのロス率推移 

 

この状況に対し、AER は 2011 年をターゲットとしロスの削減をめざしている。したがっ

て、各社は送配電ロスの削減に取り組んでいる。 

OETC の送電ロスは約 2％と低い。一方で、配電会社のロスは 10％後半から 20％程度と依

然として大きい。現地でのヒアリングによると、配電会社のテクニカルロスは 5％程度なの

で、ノンテクニカルロスが大きいことが原因となっている。 
 

 

（出典：AER Annual Report 2008） 
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（4）需要の季節間格差 

オマーンにおいては、夏場に冷房需要によるピークが発生し、その需要はおよそ 3,000MW
となるが、冬の需要は約 1,000MW と夏の需要の 3 分の 1 となる。これは、冬の気候が快適

となることで、冷房需要が減ることによる。下の図には年間の気温と各月の 大需要が示さ

れているが、気温が 30℃未満となる 12～3 月に電力需要が小さくなり、気温が上昇する 4 月

から一気に電力需要が大きくなる傾向がはっきりと表れている。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－33 年間の気温変化と需要の関係 

 

（5）人口の移動に伴う需要の変動 

RAECO の供給エリアとなる、ムサンダム半島とサラーラは夏場にアラブ首長国連邦など

から避暑のために人が移動してくる。この需要の増加が大きく、200MW 程度の電源不足を

引き起こす場合があるようである。サラーラに関しては OPWP が電源計画によって需要増に

対応しているが、ムサンダム半島は OPWP の管轄外となるため、RAECO だけで対処してい

く必要がある。 

 

 

（出典：AER Annual Report 2008） 
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第５章 オマーンの省エネルギー事情 
 

５－１ 省エネルギー分野の概況 

（1）省エネルギーの必要性 

オマーンにおける近年の電力需給バランスは厳しく、基幹系統（MIS）においては 2009 年

の夏のピーク需要期に計画停電を実施しており、Salalah 系統においても夏のピーク需要期に

停電が発生しているため、2010 年は引き続き厳しい見通しである。電力・水調達会社（OPWP）
は電力供給の厳しい夏場において、独立した電源をもつオマーン石油開発公社（PDO）や防

衛省等からも追加で電力を調達している。今後の経済発展と人口増加を見越して、OPWP は

電源確保に努めており、2012 年以降においては電力の需給バランスは改善する見込みである。

しかしながら、PDO や防衛省の供給量にも上限があり、また経済発展と人口増加が著しい場

合、発電所建設が計画から遅れた場合など、再び電力の需給バランスは悪化する可能性があ

る。また、石油・ガス省（MOG）との天然ガス供給契約には、供給量の上限があり、需要増

加に伴って近い将来上限に達する可能性が高い（詳細は第 4 章 4-4（2）｢燃料調達の将来性｣

を参照）。したがって、発電機の効率を高める取り組み（効率の低い発電機をリプレース）と

ともに、燃料消費の節約はオマーンにとって重要な課題となっている。電源確保やロス低減

など、供給側における対策はある程度とられているものの、需要側の対策はほとんどとられ

ておらず、長期的な視点から電源燃料（天然ガス）を節約し、省エネを行っていく必要があ

る。また、省エネ効果が現れるのは時間を必要とする方策が多いため、速やかに取り組む必

要がある。 

 

（2）省エネルギーに対する関心 

今回面会した関係機関において、特に PAEW や EHC、AER のような政策決定及び実施に

かかわる機関や、直接顧客と向き合う電力会社（MEDC、MZEC、MJEC、DPC）において省

エネルギーの必要性を求める声が数多くあった。特に、配電会社各社（MEDC、MZEC、MJEC）

においては、近年の電力需要の伸びに対して電力供給を間に合わせるために必死であり、そ

の状況のなかで、政策を含めた省エネルギーの必要性も訴えていた。またサラーラの電力会

社 DPC に至っては、近年の夏の需給バランスが切迫しており、需要側の消費を抑制するため

に省エネを進める意義は大きい。一方で、OPWP や送電会社（OETC）等は、直接顧客とか

かわることがないために、省エネ推進にあまり関心がないように見受けられたが、各事業者

に対して発給される AER からのライセンスには、省エネルギーに努めることが指示されてい

るため、各事業者とも省エネを推進する義務がある。 

1997～1998 年に実施された JICA 開発調査「オマーン国電力合理化システム需給管理計画

調査」は電力セクターの組織改編前に行われたにもかかわらず EHC、OETC、MEDC、MZEC、

MJEC の技術者らには覚えられており、そこで提案された系統連系や給電指令所の設立等の

サプライサイドマネジメント（SSM）については実施されていた。ただしデマンドサイドマ

ネジメント（DSM）については、調査当時よりほとんど進捗がなく対策がとられていない。 

以下に、訪問した各事業者が提案した具体的な DSM の方策について記述する。省エネル

ギーの重要性及びとるべき手段については、ある程度共通認識があるように感じられた。 
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1） 電気料金の設定 

第 4 章 4-2（2）にあるとおり、電気料金は 20 年前に認可されてから見直しが行われて

おらず、政府の補助金によって安く抑えられている。このため、消費者が省エネルギーを

実施する必要性を感じていないことが数多くの機関から指摘された。Cost Reflective Tariff
（CRT）、Time of Use（TOU）などの具体的な提案もあった。4-2（3）にあるとおり、AER

は既に産業分野及び商業分野において 2011 年を目処に CRT を導入しようと計画している。

PAEW を経由して、閣議へ提出される予定である。（CRT に関する提案のあった機関：AER、

CRT に関するコメントがあった機関：MZEC、RAECO、OETC、PWP、DPC） 
 

2） ビルの省エネ 
ビルや住宅の断熱が十分でなく、多くのエネルギーが無駄になっているとの指摘も、多

くの機関で聞かれた。壁面、屋根、窓などの断熱を改善することでエネルギーの消費を大

幅に抑制できる。これまでの政府の Building code（建築基準）に対する姿勢に原因がある

との指摘もあった。（提案した機関：EHC、MZEC、OETC、MJEC、MEDC） 
 

3） 高効率機器（エアコン）の普及 

電気製品の低効率を指摘する意見も多かった。意見はいずれもエアコンに関するもので、

エアコンが電力消費の大きな比率を占めることを示している。日本のエコポイントのよう

な高効率製品への移行を促す方策が必要である。（提案した機関：MZEC、OETC、MJEC、

MEDC） 

 

4） その他の省エネ方策 

上記以外にも、いくつかの提案があった。消費電力の把握などのエネルギー管理の実施

（AER）、子供への省エネ教育（MJEC、RAECO）、モスクを利用した啓発（MJEC）など、

省エネルギーに有効と思われる提案があった。 

 

（3）省エネルギー活動の現状 

各関係機関において、省エネルギー推進の必要性は感じているものの、実際の活動は非常

に限られている。現在の省エネルギーの取り組みについて紹介する。 

 

1） 普及啓発活動（Switch to Save Campaign 等） 

2009 年より EHC 主導による一般ユーザーに対する普及啓発活動「Switch to Save」キャ

ンペーンが実施されている。PAEW 及び EHC 傘下の電力会社がこの活動に参加している。

夏場の需要期において、テレビ、ラジオ、広告等、マスメディアを使って一般ユーザーに

対して電力の節約を促した。1 年目の活動はマスカット周辺にとどまり、これから拡大さ

せていく予定である。しかしながら、活動は EHC を中心に手探りで行われており、活動の

インパクトに対してフォローアップが行われていないため、まだ十分ではない。 

また配電会社 MJEC は学校などの公共施設に出向き省エネの普及啓発活動を行っており、

配電会社 RAECO は電球型小型蛍光灯（CFL）の無料配布プロジェクトを進める予定では

あるものの、いずれも規模が小さい。 
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2） 電力料金制度の変更 

電力規制庁 AER による CRT の導入が検討されている。産業、商業分野が対象であり、

民生部門は対象外である（詳細は第 4 章 4-2（3）｢新料金制度の検討について｣を参照）。 

 
3） 需給調整協定 

需給が逼迫した際に、ピークカットする目的で需給調整契約制度が存在するが、オマー

ンの Grid Code にも需給調整協定に関する項目がある。しかし、現行の電気料金制度を適

用した場合は電気料金が固定価格となり、需給調整協定を結ぶことで電気料金割引となる

ようなインセンティブが存在しなかったため、普及には至らなかったようである。 

 
５－２ 組織体制 

（1）PAEW の省エネルギーへの取り組み 
電力セクターの省エネルギー政策の中心となる組織は PAEW である。電気と水を所管する

PAEW は新しいオフィスに移転し、同時に組織も改編中である。 
PAEW には 3,043 名のスタッフがいる。主に水道関係者であり、電力を担当するのは面会

した Ahmed S. Al-Jahdhami 氏（Privatisation and Restructuring director）の部門だけである。2010

年 3 月からは組織改編を実施し、Policy & Strategy 部長の下に Energy Renewable & CDM 課を

設置し、省エネルギーを担当事業のひとつとして取り扱う。この課が JICA の省エネルギー

マスタープランのカウンターパートとなる予定である。この課には 2 月から配属となる人員

1 名が既に採用されている。電力計画を行う Policy & Strategy 部は現在の 3～4 名から 20 名へ

と増員される見込みである。このように、省エネルギーに関する組織づくりはこれから本格

化する見込みである。｢PAEW が省エネ政策を策定しない限り、EHC は省エネの実施に取り

組みにくい。｣という EHC からの発言があったように PAEW の省エネ政策は関係機関を取り

まとめるうえで重要であり、PAEW の今後の体制強化が必要である。このような背景から、

本格調査において PAEW の省エネルギー推進組織体制を検討してほしいとの要望があった。 

 
（2）AER の省エネルギーへの取り組み 

AER は電気の発電・送電・配電を担当する企業にライセンスを発行する。AER 自身は省エ

ネルギー活動を実施しないが、各社に発給するライセンスの一項として、省エネルギーの実

施義務を定めている。したがって、AER 内に省エネルギーを推進する組織はない。しかし、

需要抑制活動の一環として、大口需要家を対象に、ピーク時の使用量を抑制するよう通知し

ているとのことであった。また AER では、産業分野及び商業分野において 2011 年を目処に

電力料金における CRT の導入を検討している（詳細は第 4 章 4-2（3）｢新料金制度の検討に

ついて｣を参照）。 

 

（3）EHC の省エネルギーへの取り組み 
持株会社である EHC は省エネルギーに関する関心が高い。EHC の会長と PAEW の長官を

兼務する Mohammad Abdullah Al Mahrouqi 氏の提案で、2009 年の夏から電気と水の節約を進

める｢Switch to Save｣キャンペーンを開始した。キャンペーン期間は夏のピーク需要期である

6 月から 9 月までで、EHC を中心に傘下の電力会社を含めて実施された。EHC での省エネル
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ギー活動は広報部門が担当している。 

キャンペーンの目的は、需要家への普及啓発（awareness）活動であり、テレビ、ラジオな

どマスメディアを使って行われた。しかし、2009 年は準備期間及び予算が限られていたため、

活動はマスカットを中心とした首都圏のみに限って実施された。 
次のキャンペーンは 2010年 4月からスタートし、予算を配電会社と折半し、電力の省エネ、

特にエアコンの省エネに絞り込んで実施する。 
 

（4）OETC の省エネルギーへの取り組み 
OETC は送電を担当しており、サプライサイドの立場である。サプライサイドからの省エ

ネルギーへのアプローチはかなり進んだと認識している。1998 年に実施された JICA 開発調

査「オマーン国電力合理化システム需給管理計画調査」において提案された給電指令所が

2003 年に完成し、電力の合理的な利用は大きく進んだ。さらに、コンデンサ・バンクの設置

が順次進められる計画であり、サプライサイドからの省エネルギーの取り組みは進んでいる。 

OETC は、DSM の実施において規制やインセンティブがないので、DSM を実施していな

い。 

 

（5）配電各社の取り組み 

オマーンにはマスカット地区の MEDC、マジャン地区の MJEC、マズーン地区の MZEC、

地方を担当する RAECO、サラーラ地区の民間企業である DPC などの配電会社がある。デマ

ンドサイドの省エネルギー普及活動はこれら配電会社の役割とされている。顧客への認識・

普及活動がその中心活動となっている。2009 年には PAEW、EHC の指導の下に、「Switch to 

Save」キャンペーンを実施した。 

また、2010 年 1 月に EHC と PAEW を主とし、4 つの配電会社から構成される Energy 

Conservation Committee（省エネを検討する委員会）が設置された。配電会社を取り込んで、

積極的に省エネルギーを進め体制づくりに寄与するものと思われる。 

次の表 5-1 に各配電会社の組織及び活動状況を示す。 
 

表５－１ 配電各社の省エネルギーへの取り組み 

会社名 省エネ担当部門 主な活動 

MEDC 無し ・Switch to Save のみ 

MJEC 組織は設置してない。 
顧客サービス部門が担当。 

・主に普及啓発活動 
・Switch to Save に参加 

・25 の学校へ訪問（2009） 

・金曜礼拝での啓発を企画中 

MZEC 無し 

顧客サービス部門が担当。 

・省エネ普及の小冊子発行 

・Switch to Save に参加 

RAECO 無し ・Switch to Save に参加 
・一部でデジタルメータ導入 

・一部で CFL 配布予定 
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５－３ 省エネルギー関連政策及び法制度 

（1）省エネルギー法 

オマーンの法律を調査したが、省エネルギー法は見いだされない。電力関連組織を訪問し

てヒアリングしたが、該当するような法律はつくられていないようである。法律を含む政府

の動向及びオマーンへの投資をサポートするサイトを調査しても、省エネルギー法に関する

規制は記述されていない。しかし、エネルギーに関しては再生可能エネルギーに関する記述

はあり、PAEW が中心となって新たなエネルギー開発を進めようとしていることが分かる。 
 

（2）第 2 次長期国家開発戦略（1996～2020）における省エネルギーの位置づけ 
第 1 次長期国家開発戦略（1970～1995）の推進によりオマーンは経済的に大きく発展した。

しかし、1995 年時点で単一の枯渇する資源（石油）への過度の依存、原油の残存埋蔵量が 25

年分、資源の非効率的な消費、労働力の問題など多くの課題が明らかになった。 

そこで、第 2 次の長期戦略では石油とガスからの収益を利用して、持続可能で再生可能な

経済への転換をめざすことと人材の育成を目標としている。具体的には、効率化と環境保全

による人と天然資源の 適な利用、オマーン市民の生活水準の向上をめざしている。エネル

ギーの有効利用と新エネルギーの開発が重要である。 

 

（3）第 8 次 5 カ年計画（2011～2015）における省エネルギーの位置づけ 

これまでの 5 カ年計画で、多くの分野で 2020 年の目標を達成しているが、石油・ガス、農

業、漁業、製造業は遅れている。この遅れを 5 カ年計画でキャッチアップすることをめざし

ている。 

第 8 次 5 カ年計画では、非石油分野の GDP への貢献を強化する開発を行い、また、労働者

の技術と能力を高めることに、焦点を絞るとしている。製造分野の発展を図りながら脱石油

を達成するためには、エネルギー源の転換が必要であり、省エネルギーと再生可能エネルギ

ーへの転換が重要な課題となる。 
 

（4）「Switch to Save」キャンペーン 

PAEW と EHC との企画で立案されたキャンペーンは、2009 年 6 月にスタートした。費用

は EHC が負担して実施された。このキャンペーンはオマーンでは初めて実施された全国規模

の省エネルギーキャンペーンである。対象は住宅と商業ビルで、ピーク時期の電気と水の使

用削減を強く認識させるものである。手法は、ニュース、ちらし、ダイレクトメール、SMS
や e メールなどのユーザーに直接届く手段を使っている。2009 年の成果はまだ十分ではない

が、企画した PAEW と EHC はその結果に手応えを感じたようである。2010 年は EHC と各配

電会社が共同で費用を負担し、4 月から 9 月の間実施する。特に DSM のなかでエアコンに特

化したキャンペーンを行う予定である。（図 5-1 参照）。 

 

 

DPC 無し ・2009 年の Switch to Save には参加していない

・2010 年の Switch to Save には参加予定 
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図５-１ ｢Switch to Save｣のデモパネル（高さ 1m） 

 

５－４ 国際機関・各ドナーの協力状況 

（1）各国ドナーの活動 

米国国際開発庁（USAID）、英国国際開発省（DfID）、フランス開発庁（AFD）、カナダ国

際開発庁（CIDA）は、オマーンへの政府開発援助は実施していない。また、ドイツ技術協力

公社（GTZ）のオマーンへの援助は教育分野に限られている。 

したがって、各国ドナーの協力は実施されていない。 

 

（2）世界銀行、アジア開発銀行の活動 
世界銀行のプロジェクトは実施されていない。また、アジア開発銀行の対象国とはなって

いない。 
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第６章 オマーンの各部門における省エネルギー事情と主な課題 
 

６－１ 産業（製造業・工業）部門 

（1）産業政策 

第 8 次 5 カ年計画では、石油に頼らない経済への転換として、生産及びサービス部門、特

に製造業・農業・観光分野の強化を図ることに焦点を当て、より輸出志向及び付加価値を高

めるプロジェクトを実施するとしている。 
これまで電力消費の比率の低かった（2007 年では 10％、図 6-1 参照）工業分野も今後発展

により電力消費も拡大すると予想される。工業団地も各地に造られており、これまでの経緯

と異なって（図 6-2 参照）、製造業の急激な増加をもたらすものと思われる。 

これに関連して注目すべきなのは、サラーラフリーゾーン（SFZ）と呼ばれる関税フリー

な経済特区である。原料などを海外から輸入して国内で加工し、そのまま輸出する形態が可

能である。この際、大電力が必要な場合は自家発電が前提であるが、オマーンの公共電力が

バックアップ電力として期待される。製造業において電力はコストであるから省エネルギー

の努力は欠かさず実施されるが、省エネルギーは一段と重要な課題となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

図６－１ セクター別電力消費の割合（自家消費・送電損失を除く） 

 

 
 

（出典：IEA Database）
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図６－２ セクター別電力量消費の推移 

 

（2）エネルギー多消費産業の動向 

前項で述べたフリーゾーンでは、鉄鋼、アルミ、苛性ソーダなどの電力多消費型の産業の

導入が計画されている。また、セメント会社も設立された。今後、オマーンの電力は省エネ

ルギーのみでなく、再生可能エネルギーへの転換を図ることに力が注がれる可能性がある。 

 

（3）個別工場の取り組み 

今回の調査では、これに関連する情報は入手できなかった。 

 

６－２ 商業（ビル・建物）部門 

（1）ビルの省エネルギー動向（照明、空調、エレベーター） 
1） 照 明 

訪問した PAEW、AER、PWP、EHC、OETC、配電各社が入居しているのはいずれも新

築あるいは改装されたビルで、照明も新しい器具が設置されていた。天井の照明器具は直

管型蛍光灯で器具には鏡面加工した金属製の反射板を用いている。照明効率を高めること

を目的に設置されたものと思われる。蛍光灯の安定器はラピッドスタート式かインバータ

式か区別できなかった。白熱球は全く見られず、省エネの方針は徹底していた。会議室の

明るさはいずれも若干暗めであり、事務所はそれよりも明るく調整されている。用途によ

って必要な明るさを設計時点で定めたものであろう。ホテルは往々にして白熱電球が用い

られることが多いが、CFL に置き換えられていた。一部にキセノンランプが用いられてい

るが、器具の交換が難しい場所と判断される。各ビルの照明と空調についてその特徴を表

6-1 にまとめた。 
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0

100

200

300

400

500

600

1
9
7
1

1
9
7
4

1
9
7
7

1
9
8
0

1
9
8
3

1
9
8
6

1
9
8
9

1
9
9
2

1
9
9
5

1
9
9
8

2
0
0
1

2
0
0
4

2
0
0
7E

le
c
tr

ic
it

y 
c
o
n
su

m
pt

io
n
 (

kt
o
e
/
ye

ar
)

Industry sector

Residential

Commercial and
public services

Others

（出典：IEA Energy Balance of Non-OECD 2007 に基づき作成） 



－58－ 

表６－１ 各建物の照明及び空調 

No. 建 物 照 明 空 調 

1 PAEW のビル 適正温度 

2 AER のビル 適正温度 

3 EHC のビル 寒い 

4 PWP のビル 若干寒い 

5 OETC のビル － 

6 MEDC のビル 若干寒い 

7 MJEC のビル 寒い 

8 MZEC のビル 若干寒い 

9 RAECO のビル 寒い 

10 DPC のビル 

主に直管蛍光灯+鏡面反射板の

器具。 

インバータ式安定器あるいはラ

ピッドスタータ式安定器を使

用。 
会議室は一般に暗めの照度。 

適正温度 

11 大型ショッピングモール

｢LuLu｣ 

主に直管蛍光灯+鏡面反射板の

器具。 

若干寒い 

12 レンタカー会社 CFL ダウンライト 

全体に暗い 

若干寒い 

13 マスカット空港ビル 主に直管蛍光灯+鏡面反射板の

器具。 

若干寒い 

14 Al Falaj ホテル ロビーなどは主に直管蛍光灯。

CFL のシャンデリア。 

寝室は直管蛍光灯と CFL。一部

にキセノンランプ使用。 

ロビーは少し寒い。

寝室はとても寒い。

 

2） 空 調 

訪問時は気温が 20～25℃と比較的暖かかった。日本では空調することなく窓を開けたり

するところであるが、どこのビルも空調を入れていた。場所によっては寒く感じられた。

空調を使うことを前提とし、しかも低めに設定することが習慣化されている。真夏を基準

に設定されていると思われる。 

 
3） エレベーター 

特に省エネルギーに配慮した運転はしていないようである。 

 

（2）建設における省エネルギー動向（ビルの構造、デザイン） 

オマーンは現在、建築ラッシュである。マスカットのみならず、各地で建築用のクレーン

が多数稼働している。マスカットではまるで宮殿のような白亜の建物がよく見られる。遠目

での観察のみであるが、窓が小さく夏過ごしやすいことを目的として設計されたものと推察

する（図 6-3 参照）。 

一方、数多く建てられている現代的なビル群は、外壁にガラスを多用した西洋風な現代建

築である。地震のない国特有の比較的細い柱が鉄筋コンクリートで造られ、その間の壁の部
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分にブロックを積んでいる。多くのビルではブロックに断熱材を組み合わせた材料は用いら

れていない。そのうえ、窓が広くとられている。ガラスも複層ではなく、窓枠も通常のアル

ミニウム形材が用いられている。これは外部との断熱が期待できない構造である（図 6-4 参

照）。 
夏期には 45℃を超えることを考慮した断熱設計と建築材料の選択が必要である。 

図６－３伝統的な白亜の家々 図６－４ 建設中のビル 開口部が広い 

 

６－３ 民生部門（住宅） 

民間の住宅を訪問する機会はなかったので、スーパーマーケットで販売されている照明器具、

家電製品から推測する。 

 

（1）照明器具 

販売されている電球は従来の白熱球と同時に CFL がほぼ同じ比率で店頭に並んでいる。直

管型蛍光灯も数多くある。省エネ型の照明器具の普及が進んでいる。 

 

（2）家電製品 

も電力負荷の大きなエアコンを調査した。下町ではウインドータイプのエアコンがほと

んどであったが、売り場では大部分がセパレートタイプであり、メーカーもパナソニック、

サンヨー、日立など日本メーカーの製品が多く見られた。それ以外には韓国製品、欧米の製

品も見られたが、安いだけがとりえの製品は見られなかった。ウインドータイプからセパレ

ートタイプへの切り替わりの時期であり、後発企業がまだキャッチアップできていないのか

もしれない。エアコンの制御機構では、インバータタイプはまだ流通していない。エアコン

以外の電気ポット、AV 製品などは中国製が多数販売されていた。 

 

６－４ 公共部門 

（1）街 灯 

マスカットの夜景を飛行機から見ると、数多くの照明で東京のそれと同様である。自動車

専用道路や幹線にはオレンジ色のナトリウム灯が設置されている。また、街路灯は水銀灯で

ある。白熱球の街灯は見られない。 
装飾として木や柱に巻きつけた小さなランプは LED のものが多く見られた。日本ではクリ
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スマスの装飾の多くが LED に切り替わっているが、この分野ではオマーンも同様と思われる。 

 
（2）交通信号 

交通信号の LED 化はほとんど進んでいない。市内走行中、一度も見なかった。 
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第７章 本格調査の留意点 
 

７－１ 調査の目的 

オマーンの電力セクターにおいて省エネルギーマスタープランが作成される。 

 
７－２ 調査の内容 

調査の目的を達成するため、以下の項目について調査を行う。 
 

（1）電力・省エネルギーに係る現状分析 
（2）2035 年までの電力需要予測〔電気・水庁（PAEW）により提供される予定〕 

（3）電力需要削減のための方策の検討 
（4）各方策の比較分析 

（5）電力需給改善のための方策の策定及び優先順位づけ 
（6）電力省エネルギーマスタープランの策定 

 

７－３ ワーキンググループ 

省エネを推進するうえで各関係機関との連携が重要であるが、カウンターパートである PAEW

は機構改編中であり、本調査実施時において受入態勢が若干弱いことが判明したため、本格調査

の円滑な実施、関連機関の連携強化、技術移転などを目的にワーキンググループを設立・運営す

る。PAEW を中心とし、以下の組織から技術者を、テーマによって指名することとする。 

電力・水庁 （PAEW） 

電力持株会社 （EHC） 

電力・水調達会社 （OPWP） 

送電会社 （OETC） 

マスカット配電会社 （MEDC） 

マジャン配電会社 （MJEC） 

マズーン配電会社 （MZEC） 
地方配電会社 （RAECO） 

 

また必要に応じて、以下の組織のメンバーも招く。 

電力規制庁 （AER） 
ドファール発電会社 （DPC） 

 

７－４ ローカルコンサルタント 

オマーンにおいて、省エネルギーを推進する活動が進められていないことから、省エネルギー

関連のコンサルティング・サービスを提供するローカルコンサルタントは極めて限られている。

オマーンでサービスを提供しているコンサルタントの多くはサウジアラビア等、外国から来てい

る。本調査にて調べられたローカルコンサルタントは、個別の普及啓発活動を行っている MJEC

から紹介された以下の組織だけであり、本格調査における再委託業務は限られる。 
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Mostafa Al-Mahrooqi and his team： 

マジャーン配電会社の GM Ahmed Bin Saif Bin Khamis Al-Mazrouy 氏からの紹介 
詳細は同氏にコンタクト 
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1 New market structure (overview) 2009.12 PAEW 
2 PAEW Positional Structure PAEW 
3 Projects Under Study and Design (Desalination Plant 

Projects) 
PAEW 

4 Projects Under Study and Design (Network Distribution 
and Transmission Pipeline) 

PAEW 

5 Projects Under Implementation PAEW 
6 Annual Report 2008 AER
7 Study on Renewable Energy Resources, Oman AER
8 MZEC Annual report 2008 MZEC
9 Distribution system capability statement 2010-2012 MZEC
10 Customer service code of practice Efficient use of 

electricity Condition - 43 
MZEC

11 Organization of MZEC MZEC
12 Summer and winter daily profile MZEC
13 MZEC Awareness Plan MZEC
14 2010 Electricity and Water Conservation Campaign MZEC
15 Annual Report 2008 RAECO 
16 Annual Report 2008 OETC
17 Five-Year Annual Transmission Capability Statement 

(2009-2013) 
OETC

18 Annual Report 2008 EHC
19 Annual Report 2007 EHC
20 Annual Report 2006 EHC
21 Annual Report 2008 (WADI AL JIZZI power company) EHC
22 Annual Report 2008 (Al Ghubrah power & desalination 

company)
EHC

23 Annual Report 2008 MAJANCO 
24 Annual Report 2007 MAJANCO 
25 2010 Company Projects MAJANCO 
26 MAJANCO 2010 MAJANCO 
27 Annual Report 2008 OPWP
28 OPWP’s 7 year statement (Issue 3) OPWP
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29 Bulk Supply Tariff (For Bulk Supply of Electricity on Main 
Interconnected system) 

OPWP

30 Annual Report 2008 MEDC
31 JICA Presentation_Rev4.ppt (DPC ) DPC
32 DPC Stage 1 Volume 1 Final report.pdf DPC
33 DPC Stage 1 Report Volume 2 Final 271009.pdf DPC
34  2008 DPC
35 Dhofar Power Company (SAOG) and its Subsidiary 

Company Consolidated financial statements for the six 
months period ended 30 June 2009 

DPC

36 Dhofar Power Company (SAOG) Audited financial 
statements 31 December 2008 

DPC

37 Oman - The Development Experience and Investment 
Climate (Ministry of National Economy) 

Embassy of 
Oman

38 Sultanate of Oman Maps Embassy of 
Oman
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